
専決第 11 号 

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

平 成 2 9 年 度 屋 久 島 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ５ 号 ） に つ い て 

 

 

 

 本年 11 月、天皇、皇后両陛下が本町へ行幸啓あそばされることから、会場整備費及び奉送迎に係る費用の予算措置及び

予算執行において、事務手続き上緊急を要するので、地方自治法第 179 条第１項の規定により、平成 29 年度屋久島町一般

会計補正予算（第５号）を別紙のとおり専決処分する。 

 

 

平 成 2 9 年 1 0 月 ４ 日 

屋久島町長  荒木 耕治 

 

  



平 成 2 9 年 度 屋 久 島 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ５ 号 ） 

 

 

 平成 29 年度屋久島町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,484 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,691,879

千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


